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衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
ダ
イ
オ
キ
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を
含
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廃
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埋
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立
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跡
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利
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別
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答
弁

書
を
送
付
す
る
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日
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答

弁

第

四

二

号



衆
議
院
議
員
原
陽
子
君
提
出
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
を
含
む
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
跡
地
利
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
案
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
廃
棄
物
を
埋
め
立
て
た
跡
地
の

利
用
に
関
し
て
、
苦
情
、
相
談
及
び
対
策
の
要
望
が
環
境
省
に
寄
せ
ら
れ
た
事
案
は
、
和
歌
山
県
和
歌
山
市
に
計
画
さ
れ
た

関
西
電
力
の
天
然
ガ
ス
火
力
発
電
所
建
設
予
定
地
で
あ
る
埋
立
地
（
以
下
「
本
件
埋
立
地
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
以

外
に
は
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
土
壌
の
環
境
基
準
」
と
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る
大
気
の
汚
染
、
水
質
の
汚
濁
及
び
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
基

準
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
環
境
庁
告
示
第
六
十
八
号
）
の
う
ち
、
土
壌
の
汚
染
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
き
人
の
健

康
を
保
護
す
る
上
で
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
基
準
（
以
下
「
土
壌
環
境
基
準
」
と
い
う
。
）
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

同
告
示
は
、
土
壌
環
境
基
準
に
つ
い
て
、
土
壌
中
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ
フ
ラ
ン
、
ポ
リ
塩
化
ジ
ベ
ン

一



ゾ－

パ
ラ－

ジ
オ
キ
シ
ン
及
び
コ
プ
ラ
ナ
ー
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
量
は
、
土
壌
一
グ
ラ
ム
に

つ
き
千
ピ
コ
グ
ラ
ム
（
二
・
三
・
七
・
八－

四
塩
化
ジ
ベ
ン
ゾ－

パ
ラ－

ジ
オ
キ
シ
ン
の
毒
性
に
換
算
し
た
値
と
す
る
。
）

以
下
と
す
る
が
、
廃
棄
物
の
埋
立
地
そ
の
他
の
場
所
で
あ
っ
て
、
外
部
か
ら
適
切
に
区
別
さ
れ
て
い
る
施
設
に
係
る
土
壌
に

つ
い
て
は
適
用
し
な
い
と
定
め
て
い
る
。

二
の
�
及
び
五
に
つ
い
て

本
件
埋
立
地
は
、
隣
接
地
と
フ
ェ
ン
ス
等
で
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
護
岸
が
遮
水
機
能
を
有
す
る
こ
と
等
か
ら
、

外
部
か
ら
適
切
に
区
別
さ
れ
て
い
る
施
設
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
本
件
埋
立
地
の
土
壌
は
、
外
部
か
ら
適
切
に
区
別
さ
れ
て

い
る
施
設
に
係
る
土
壌
に
該
当
し
、
土
壌
環
境
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
長
の
答
弁
は
、
本
件
埋
立
地
の
土
壌
に
つ
い
て
、
現
在
は
、

外
部
か
ら
適
切
に
区
別
さ
れ
て
い
る
施
設
に
係
る
土
壌
と
認
め
ら
れ
る
た
め
土
壌
環
境
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
の
、
今

後
の
利
用
状
況
に
よ
り
、
外
部
か
ら
適
切
に
区
別
さ
れ
て
い
る
施
設
に
係
る
土
壌
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
状
況
に
な
っ
た

場
合
に
は
、
土
壌
環
境
基
準
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
措
置
の
対
象

二



と
な
り
得
る
旨
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
長
の
答
弁
は
、
本
件
埋
立
地
に
関
し
て
は
、
和
歌
山
県
知
事

が
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
基
づ
き
、
埋
立
て
が
環
境
保
全
に
十
分
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
（
第
四
条
第
一
項
第
二
号
）
等
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
免
許
を
行
い
、
ま
た
、
周
辺
の
環
境
に
影

し
ゆ
ん

響
を
及
ぼ
さ
な
い
状
態
で
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
竣
功
認
可
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
中
に
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
廃
棄
物
が
存
在
し
て
い
て
も
、
直
ち
に
周
辺
の
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
状
態
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る

旨
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

都
道
府
県
知
事
及
び
政
令
で
定
め
る
市
の
長
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

当
該
都
道
府
県
及
び
市
の
区
域
に
係
る
水
質
（
水
底
の
底
質
を
含
む
。
）
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
に
よ
る
汚
染
の
状
況
を
常
時

三



監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
本
件
埋
立
地
周
辺
の
水
質
に
つ
い
て
も
、
和
歌
山
市
長
が
常
時
監
視
し

て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四


